
 
 

 

 

 

 

 

第２期 那須烏山市 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

 

 

（案） 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

 

  



 

 
 

 

 

目 次 

 

 

はじめに 

１ 計画策定の趣旨                         1 

２ 計画の位置づけ                                             2 

３ 計画期間及び構成                                          2 

 

第Ⅰ章 人口ビジョン 

Ⅰ 人口の現状分析 

１ 総人口の推移                                                 3 

２ 自然増減（出生・死亡）の推移                                 6 

３ 社会増減（転入・転出）の推移                                 8 

Ⅱ 将来人口推計 

１ 社人研推計                                                  13 

２ 第１期人口ビジョンと社人研推計の比較                        14 

Ⅲ 人口の将来展望 

１ 人口の現状と課題                                            15 

２ 第１期人口ビジョン改定の考え方                              16 

３ 目指すべき将来人口                                          17 

４ 地区別人口の推移                                            19 

  

第Ⅱ章 総合戦略 

Ⅰ 基本方針 

１ 基本的な考え方                                              27 

２ 総合戦略を展開するにあたっての基本的な視点                  28 

３ 推進体制の構築                       29 

Ⅱ 目指すべき方向・施策の展開 

１ 基本目標                                                    30 

２ 施策の展開                                                  31  

  

資料編                                                     43                           



 

1 
 

はじめに 

 
１ 計画策定の趣旨 

我が国の人口は、平成 20 年の１億 2，808 万人をピークに減少局面に入っており、国立社会

保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によると、令和３５年には、１億人を割

り込み 9，924 万人程度になると推計されています。 

 この急速な人口減少や少子高齢化に的確に対応し、我が国全体、特に地方の人口減少に歯止めを

かけるとともに、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）への過度な人口集中を是正し、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保することにより、将来にわたって活力ある社会を維持していく

ことが喫緊の課題となっています。 

  国は、こうした課題の解決を図るため、平成 26 年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定する

とともに、人口の現状と将来の展望を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（以下「長

期ビジョン」という。）及び具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

し、これまで取り組みを進めてきました。 

  国のこうした動きを踏まえ、本市においても人口減少が進んでいる状況と今後の対応のあり方に

ついて、市民と意識の共有を図り、長期的かつ総合的な視点から有効な施策を実施するため、「那

須烏山市人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」という。）及び「那須烏山市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）を策定し、これまで各種施策に取り組んでまいりました。 

  しかし、本市における人口は、令和元年 10 月 1 日現在、２５,１４４人（毎月人口推計）であ

り、平成２７年の国勢調査（10 月 1 日基準）以降、この４年間で、約１,９００人減少するなど、

依然として人口減少に歯止めがかからない状況であります。 

このような状況から、第１期総合戦略の取り組みの成果や課題を分析したうえで、引き続き、地

方創生の一層の充実・深化を図っていくため、『第２期総合戦略』を策定します。 

 また、人口ビジョンについても平成 27 年の国勢調査結果及び近年の人口動態等を踏まえて改訂

し、『第２期人口ビジョン』を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

本市では、まちづくりを総合的かつ計画的に進めるための将来ビジョン（まちの設計図）として、

平成３０年３月に第２次総合計画を策定し、各施策に取り組んでいます。第２次総合計画は、令和

４年度までの計画であるため、この度、策定する第２期人口ビジョン及び第２期総合戦略を次のと

おり位置づけることとします。 

 

（１）第２期人口ビジョン 

人口ビジョンは、本市の人口の現状を分析し、今後目指すべき人口の将来展望を長期的に見通す

ものであり、第２次総合計画においても本市の将来像における人口フレームとして位置づけられて

います。この度、人口ビジョンについては、平成 27 年の国勢調査結果及び近年の人口動態等を踏

まえて改訂することから、第２期人口ビジョンを本市の新たな人口ビジョンとして位置づけます。 

（２）第２期総合戦略 

本市の第２次総合計画は、人口減少対策をまちづくりの最重要課題に位置づけ、政策・施策を積

極的に展開しています。第２期総合戦略については、第２次総合計画に掲げた施策の中で特に人口

減少対策に関する施策と整合性を図りながら、人口減少問題を克服し、持続可能な那須烏山市の実

現のために一体的に取り組んでいくこととします。 

 

 

３ 計画期間及び構成 

  第２期人口ビジョン及び第２期総合戦略の計画期間等については、次のとおり設定します。 

 

（１）第２期人口ビジョン 

人口ビジョンの対象期間は、社人研の推計期間である令和２７年までを基本とし、更に国の長期

ビジョンの期間を踏まえ、令和４２年までの目標を設定します。 

 

 （２）第２期総合戦略 

総合戦略は、令和２年度から令和６年度までの 5 か年間の計画として策定します。なお、各施

策における具体的な取り組みを示す実施計画については、国県の動向や市の財政状況等を十分に

踏まえた上で策定し、毎年度、効果検証を行いながら必要に応じて見直しを図ります。 

（総合戦略の実施計画については、第２次総合計画実施計画と一体的に策定します。） 
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第Ⅰ章 人口ビジョン 

人口ビジョンは、本市における人口の現状を分析のうえ、今後の目指すべき将来の方向と人口の将来

展望を提示することを目的とし、総合戦略の実現に向けて効果的な施策に取り組むための重要な基礎と

して位置づけるものであります。 

平成 30 年（2018 年）3 月に、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）から「日

本の地域別将来推計人口」が公表されました。 

この社人研の推計は、平成 27 年（2015 年）の国勢調査を基に、平成 27 年（2015 年）から令

和 27 年（2045 年）までの 30 年間の将来人口を算出したものです。 

推計の結果を見てみると、令和 2２年（2040 年）の本市の人口は、16,722 人であり、平成 28 年

3 月に策定した、「那須烏山市まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョン」（以下「第 1 期人口ビジ

ョン」という。）に掲げる令和 2２年（2040 年）の目標人口 20,000 人と比べると 3,278 人減少し

ており、令和 42 年（2060 年）には 16,000 人の目標人口に対し、社人研推計に準拠した将来人口

は 9,680 人となり、6,320 人減少しています。 

以上のとおり、第 1 期人口ビジョンは、平成 27 年（2015 年）の国勢調査を基に算出した社人研

の推計と大きく乖離していることから、改めて本市の人口の現状把握及び人口に関する認識を踏まえ、

今後の目指すべき将来の方向を市民と共有するため、改訂を行うものです。 

 
１ 人口の現状分析 

１ 総人口の推移 

（１）総人口の推移 

本市の総人口の推移は、図表 1 で示すとおり平成 17 年の合併時には 31,152 人でしたが、以

降も人口減少が続いています。 

平成１7 年以降の国勢調査では、5 年間ごとに約２,000 人以上が減少しており、社人研の推計

では、今後も同程度の人口減少が見込まれています。このため令和 22 年（2040 年）の推計総人

口は 16,722 人となっており、平成 27 年（2015 年）国勢調査総人口に対し 10,325 人減の約

38％減少するものと推計されています。 

図表 1 総人口の推移 

平成17年

(2005)
平成22年

(2010)
平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口 31,152 29,206 27,047 24,897 22,804 20,772 18,758 16,722 14,737 12,891 11,211 9,680

0

5,000

10,000
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20,000

25,000

30,000

35,000
（人）

・平成 27 年（2015 年）までの総人口は国勢調査総人口   ・令和 2年（2020 年）～令和 27 年（2045 年）は社人研推計 

・令和 32 年（2050 年）以降は社人研推計に準拠し推計  
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（２）年齢３区分別人口の推移 

   年齢３区分別人口の推移を見てみると、生産年齢人口（15～64 歳）と年少人口（0～14 歳）は、

総人口と同じく年々減少していくと推計されています。 

   老年人口（65 歳以上）は年々増加していきますが、第 1 次ベビーブーム世代（昭和 22 年～昭和

24 年生）が約 80 歳となる令和 7 年（2025 年）をピークに減少に転じています。令和 17 年（2035

年）には老年人口が生産年齢人口を上回り、本市の総人口の約半分を占めることとなります。それ以

降は緩やかに減少することが見込まれます。 

また、図表 3 の人口ピラミッドの推移を見てみると、本市の人口構造は、男女ともに年少人口が

減少し、その後に生産年齢の減少、そして老年人口の増加へと順次推移しています。特に、若年女

性の減少に伴い出生数が減少し、人口減少に歯止めがかからない状況がうかがえます。 

 

    

図表 2 年齢 3区分別人口の推移 
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15～64歳 19,182 17,614 15,241 13,099 11,317 9,853 8,583 7,246 6,058 5,085 4,276 3,658
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     ・令和 32 年（2050 年）以降は社人研推計に準拠し推計 

 

    

 

  

    

  

  

 

  

  



 

5 
 

■図表 3 人口ピラミッドの推移 
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２ 自然増減（出生・死亡）の推移 

（１）出生・死亡数の推移 

    自然増減の要素となる出生・死亡数の推移を見てみると、出生数については、若年女性の人口減少

の影響により平成 18 年（2006 年）の 210 人をピークに減少傾向となっています。特に平成 27

年（2015 年）以降は、年間 150 人を割り込んでおり、少子化が進展していることがうかがえます。 

  一方、死亡数は、400 人前後で推移していますが、平成 30 年（2018 年）には出生数 138 人

に対し、死亡数が 411 人で 273 人の「自然減」となっており、今後は老年人口の増加に伴い一層

の「自然減」が見込まれます。 

 

 

  図表 4 出生・死亡数の推移 
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(2014)
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出生 210 180 182 189 178 154 151 155 150 138 145 136 138
死亡 405 411 391 400 394 417 416 404 406 436 392 454 411
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（２）合計特殊出生率の推移 

    1 人の女性が一生に産む子どもの人数とされる「合計特殊出生率」の推移を見てみると、平成 20

年（2008 年）には 1.19 となっており、国・県の率を大きく下回っていましたが、平成 22 年（2010

年）以降は緩やかに回復傾向にあります。 

  この「合計特殊出生率」を算出する際は、「15～49 歳の女性」が母数となりますので、若い世代

の女性の人口が重要な要素となります。 

  本市では、若年女性の減少に伴い、年間の出生数が減少していることが影響していると考えられま

す。 

図表 5-1 合計特殊出生率の推移 

平成18年

(2006)
平成19年

(2007)
平成20年

(2008)
平成21年

(2009)
平成22年

(2010)
平成23年

(2011)
平成24年

(2012)
平成25年

(2013)
平成26年

(2014)
平成27年

(2015)
平成28年

(2016)
平成29年

(2017)
那須烏山市 1.3 1.42 1.19 1.38 1.28 1.31 1.36 1.37 1.36 1.34 1.38 1.39
栃木県 1.4 1.39 1.42 1.43 1.44 1.38 1.43 1.43 1.46 1.49 1.46 1.45
国 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

   ・栃木県人口動態統計 

図表 5-2 女性人口の推移 
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３ 社会増減（転入・転出）の推移 

（１）転入・転出数の推移 

    社会増減の要素となる転入・転出数の推移を見てみると、平成 18 年（2006 年）は転入数 876

人に対し転出数 921 人で、45 人の転出数が上回る「社会減」でしたが、それ以降は転出数は緩や

かに減少傾向にあります。 

しかし、近年では転入数も減少しているため、毎年約 200 人程度の「社会減」の傾向が続いてい

ます。 

  なお、平成 23 年（2011 年）の大幅な転出超過の要因は、東日本大震災が影響していると考えら

れます。 

 

 

  図表 6 転入・転出の推移 

平成18年

(2006)
平成19年

(2007)
平成20年

(2008)
平成21年

(2009)
平成22年

(2010)
平成23年

(2011)
平成24年

(2012)
平成25年

(2013)
平成26年
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(2018)
転入 876 673 809 667 673 572 615 606 661 534 538 584 478
転出 921 905 876 849 792 899 779 851 782 727 714 710 733
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（２）年齢階級別の人口移動状況 

    年齢別・男女別の人口移動は、人口移動に関する要因等の背景を分析することができます。 

平成 22 年（2010 年）と平成 27 年（2015 年）の国勢調査を比べ、5 歳階級年齢別・男女別の

人口移動を見てみると、男女ともに「10 歳～14 歳」の方が 5 年後の「15 歳～19 歳」になる間、

及び、「15 歳～19 歳」の方が 5 年後の「20 歳～24 歳」になる間に大幅な転出超過となっていま

す。 

  10 代の人口減少は、進学などによる市外への転出が原因と考えられ、20 代の人口減少は、就職

や生活の利便性を求め、転出するものが多いことが原因であると考えられます。 

  一方で、60 代は転入超過となっており、退職や両親との同居などが要因の 1 つであると考えられ

ます。 

  また、85 歳以上の方の転入超過は、本市の介護施設等への入居が要因と考えられます。 

 

 

  図表 7 年齢階級別の人口移動状況 
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55～59
歳→60
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60～64
歳→65
～69歳

65～69
歳→70
～74歳

70～74
歳→75
～79歳

75～79
歳→80
～84歳

80～84
歳→85
～89歳

85歳～

→
90歳～

合計 19 15 -174 -400 -32 -106 -72 -51 -80 -27 27 -20 17 2 18 -13 -22 57
男 26 2 -88 -193 20 -37 -33 -44 -32 -11 15 -9 20 7 14 -1 -15 22
女 -7 13 -86 -207 -52 -69 -39 -7 -48 -16 12 -11 -3 -5 4 -12 -7 35
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・平成 22 年（2010 年）及び平成 27 年（2015 年）国勢調査による人口移動数 
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（３）人口移動の状況 

    平成 30 年（2018 年）の年齢階級別の転入・転出状況を見てみると、転入数・転出数ともに 20

～30 代が多く、特に、20 歳～24 歳については県外への転出が多く、就職や結婚等を機に移動して

いると考えられます。 

 

図表 8 平成 30 年（2018 年）の年齢階級別の転入数 
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５～９
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84歳
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県内から転入 26 18 4 10 40 46 27 29 23 3 10 6 9 8 5 7 4 10 12
県外から転入 12 8 7 5 30 29 18 11 9 2 11 10 5 2 4 1 4 2 0
総転入数 38 26 11 15 70 75 45 40 32 5 21 16 14 10 9 8 8 12 12
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図表 9 平成 30 年（2018 年）の年齢階級別の転出数 
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75～
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総転出数 41 17 15 64 141 117 93 52 37 35 14 15 15 16 12 7 8 6 4
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  ・平成 30 年（2018 年）住民基本台帳人口動態 
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    年齢階級別の純移動数（転入数－転出数）を見てみると、「15 歳～24 歳」は、県外への転出が多

くなっており、「25 歳～34 歳」では、県内近隣市町への転出が多くなっています。 

  また、次ページの図表 11 の転出者における主な転出先としては、首都圏及び県内では、宇都宮市

方面などが多く、就職先や生活の利便性などを求めて転出していることが考えられます。 

 

 

図表 10 平成 30 年（2018 年）の年齢階級別純移動数 

０～４

歳

５～９
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75～
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   ・平成 30 年（2018 年）住民基本台帳人口動態 
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図表 11 平成 30 年（2018 年）の主な転入・転出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※   は転入超過数を表し、   は転出超過数を表しています。数値は、純移動数（転入者-転出者）を表示しています。 

 

 

■転入者数（主なもの）■           ■転出者数（主なもの）■ 

栃木県内 297 宇都宮市 86

茨城県 21 さくら市 36

首都圏 87 高根沢町 32

その他 73 那珂川町 46

その他 97

 うち
 栃木県内の

 主な転入元

平成30年転入数合計 478
  

栃木県内 476 宇都宮市 172

茨城県 18 大田原市 19

首都圏 149 さくら市 68

その他 90 高根沢町 65

茂木町 5

市貝町 9

芳賀町 11

那珂川町 25

その他 102

 うち

 栃木県内の

 主な転出先

平成30年転出数合計 733
 

・平成 30 年（2018 年）住民基本台帳人口動態 

  

那須烏山市 

▲18 人 

▲86 人 ▲33 人 

首都圏 
▲62 人 

3 人 

21 人 

▲32 人 

▲9 人 
▲9 人 

▲1 人 
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２ 将来人口推計 

１ 社人研推計 

■ 平成 25 年及び平成 30 年社人研推計の比較 

    平成 25 年（2013 年）の社人研推計では、平成 27 年（2015 年）の本市の総人口は 27,389

人でありましたが、平成 27 年（2015 年）国勢調査総人口は、27,047 人であり、推計よりも 342

人下回る結果となりました。 

  この平成 27 年（2015 年）の国勢調査の結果を基にした平成 30 年（2018 年）社人研推計で

は、令和 22 年（2040 年）には 16,722 人と推計されており、平成 25 年（2013 年）社人研推

計の 18,561 人と比べて、1,839 人下回ることとなります。 

  同様に、令和 42 年（2060 年）の推計人口を比べると、2,319 人の差が生じています。 

 

 

図表 12 平成 25 年及び平成 30 年社人研推計 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
社人研

（H30年3月推計）
27,047 24,897 22,804 20,772 18,758 16,722 14,737 12,891 11,211 9,680

社人研

（H25年3月推計）
27,389 25,614 23,839 22,096 20,360 18,561 16,750 15,038 13,460 11,999
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    ・平成 27 年（2015 年）～令和 27 年（2045 年）は社人研推計 

    ・令和 32 年（2050 年）以降は社人研推計に準拠し推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         2,319 人の差 

           1,839 人の差 
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平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
第1期人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ 27,413 25,751 24,179 22,698 21,220 19,903 18,606 17,429 16,407 15,534
社人研（H30年3月推計） 27,047 24,897 22,804 20,772 18,758 16,722 14,737 12,891 11,211 9,680
社人研（H25年3月推計） 27,389 25,614 23,839 22,096 20,360 18,561 16,750 15,038 13,460 11,999

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000
（人）

２ 第 1 期人口ビジョンと社人研推計の比較 

 

    第１期人口ビジョンでは、平成 27 年（2015 年）の推計人口は 27,413 人でありましたが、平

成 27 年（2015 年）国勢調査総人口の 27,047 人と比べると、366 人下回る結果となりました。 

また、令和 22 年（2040 年）の推計人口は、第１期人口ビジョンの 19,903 人に対し、平成 25

年（2013 年）社人研推計では 18,561 人でしたが、平成 30 年（2018 年）社人研推計では 16,722

人となり、社人研推計との差が 1,342 人から 3,181 人に拡大しています。 

更に令和 42 年（2060 年）には、第１期人口ビジョンの 15,534 人に対し、社人研推計に準拠

し算出した場合の総人口は、平成 25 年（2013 年）社人研推計では 11,999 人でしたが、平成 30

年（2018 年）社人研推計では 9,680 人となり、社人研推計との差が 3,535 人から 5,854 人に拡

大する結果となりました。 

 

  図表 13 第１期人口ビジョンと社人研推計 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 27 年（2015 年）～令和 27 年（2045 年）は社人研推計 

    ・令和 32 年（2050 年）以降は社人研推計に準拠し推計 

 

 

 

 

 

 

  

  

   1,342 人の差 

 

   3,181 人の差 

     3,535 人の差 

 

     5,854 人の差 
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３ 人口の将来展望 

１ 人口の現状と課題 

 本市の人口の現状と課題について、「１人口の現状分析」及び「２将来人口推計」を基に、次のとお

りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇総人口は、平成 17 年（2005 年）合併時の 31,152 人以降、減少が続いており、平成２７

年（2015 年）の国勢調査の総人口は、27,047 人まで減少しています。さらに、平成 30

年（2018 年）の社人研の推計では、令和 17 年（2035 年）には、20,000 人を割り込み、

令和 42 年（2060 年）には、10,000 人を割り込むと推計されています。 

 

◇人口ピラミッドの推移を見ると、特に若年女性の減少が進んでおり、出生数減少の大きな要

因の 1 つと考えられます。 

 

◇年齢３区分別の人口の推移では、令和 17 年（2035 年）には老年人口が生産年齢人口を上

回るなど、より一層の高齢化が見込まれています。 

 

◇年間の死亡者数が 400 人前後で推移している一方で、年間の出生数が平成２９年（2017

年）以降、130 人台まで減少するなど、自然減の状態が続いています。 

 

◇社会増減（転入・転出）の推移を見ると、近年では、年間約 200 人前後の転出超過となっ

ており、特に１５歳～２４歳での県外への転出、２５歳～３４歳での県内への転出が顕著で

あり、進学や就職、結婚等を機に転出しているものと考えられます。 

 また、転出先としては、首都圏や県内では宇都宮市、さくら市、高根沢町への転出が多く、

就職先や生活の利便性などを求めて転出しているものと考えられます。 
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２ 第１期人口ビジョン改訂の考え方 

 これまでの人口の現状分析や平成 27 年（2015 年）国勢調査の結果を基に推計した平成３０年

（2018 年）社人研推計を見ると、第１期人口ビジョン策定時の予想よりも人口減少が加速しているこ

とが分かります。このことから、より実態に即した将来人口推計になるよう改訂することとします。 

 なお、将来の人口規模を設定するためには、「出生に関する仮定」と「移動に関する仮定」を設定す

る必要があることから、次の表のとおり合計特殊出生率の設定を見直すとともに人口移動の収束年次を

設定することとします。 

 第１期人口ビジョン 第２期人口ビジョン 

合計特殊 

出生率 

令和 12 年（2030 年）までに 1.80 

令和 42 年（2060 年）までに 2.10 

令和 12 年（2030 年）までに 1.50 

令和 42 年（2060 年）までに 1.65 

人口移動 令和 17 年（2035 年）までに人口移動（転入・転出）を収束 

 

【合計特殊出生率の設定根拠】 

・第１期総合戦略の計画期間中の平成 27 年（2015 年）から平成 29 年（2017 年）の 3 か年に

おける合計特殊出生率の平均値：1.37 を第 2 期人口ビジョンの初年度（令和２年度）の値とする。 

 ・栃木県の人口ビジョンにおける設定『令和 17 年（2035 年）に 1.90、令和 27 年（2045 年）

に 2.07』や近年における国及び県の合計特殊出生率の状況『1.4 台で推移』を勘案する。 

 

【人口移動の設定根拠】 

・栃木県の人口ビジョンにおける設定『令和 7 年（20２5 年）に人口移動を半減、令和 12 年（2030

年）に人口移動を収束させる』を勘案し、本市においては、県の設定した収束時期よりも５年遅れ

た時期を収束時期と設定する。 

 ・第 2 期総合戦略による各施策により、若い世代の就労・結婚・子育ての環境を整備し、転出の抑制

を図る。 

 

図表 14 第１期人口ビジョンと第２期人口ビジョン推計

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
第1期人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ 27,413 25,751 24,179 22,698 21,220 19,903 18,606 17,429 16,407 15,534
第2期人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ 27,047 24,922 22,884 20,921 18,970 17,321 15,763 14,324 13,045 11,914
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17 
 

３ 目指すべき将来人口 

第１期人口ビジョンの改定の考え方に基づき、将来人口を推計した結果、令和 22 年（2040 年）に、 

17,321 人、令和 42 年（2060 年）に 11,914 人になる見込みであることから、本市の目指すべき

将来人口は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第２期人口ビジョンに基づく各種推計 

図表 15 第２期人口ビジョン 年齢３区分別人口の推移 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
第2期人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ 27,047 24,922 22,884 20,921 18,970 17,321 15,763 14,324 13,045 11,914
0歳～14歳 2,856 2,424 2,102 1,871 1,643 1,448 1,314 1,260 1,218 1,188
15歳～64歳 15,241 13,099 11,316 9,854 8,603 7,701 6,878 6,222 5,723 5,380
65歳以上 8,950 9,399 9,466 9,196 8,724 8,172 7,571 6,841 6,104 5,347

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000
（人）

区分 総人口（人）
年少人口

（0歳～14歳）
生産年齢人口

（15歳～64歳）
老年人口

（65歳以上）

 平成27年(2015) 27,047 10.6% 56.4% 33.1%

 令和22年(2040) 17,321 8.4% 44.5% 47.2%

 令和42年(2060) 11,914 10.0% 45.2% 44.9%

 

■目指すべき将来人口■ 

令和 22 年（2040 年）に 18,000 人、令和 42 年（2060 年）に 12,000 人程度を 

維持する。 

（改訂前：令和 22 年（2040 年）に 20,000 人、令和 42 年（2060 年）に 16,000 人程度を維持する） 

 

【設定】 

◇合計特殊出生率 

令和 12 年（2030 年）に合計特殊出生率を 1.50 程度、令和 42 年（2060 年）に 1.65

程度に向上する。（将来的には人口置換水準に向上する。） 

 ◇人口移動 

令和 17 年（2035 年）までに人口移動を収束させる。 
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図表 16 第２期人口ビジョン 人口ピラミッド 
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4 地区別人口の推移 

「3 目指すべき将来人口」を踏まえ、平成 27 年（2015 年）国勢調査人口を基に地区別人口の 

将来人口を推計します。 

 

■ 地区別将来人口推計の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 地区別人口推計結果からの見通し 

 ◇地区別人口の推移では、各地区とも減少傾向にあります。総人口に占める地区別人口の割合を見

てみると、境地区・七合地区は低下割合が大きく、他地区よりも人口減少の動きが大きいことが

うかがえます。 

◇15 歳～64 歳の生産年齢人口割合は、各地区とも年々減少しますが、令和 32 年（2050 年）

をピークに緩やかに回復する傾向が見込まれます。 

◇65 歳以上の老年人口割合は、各地区とも増加傾向にありますが、令和 32 年（2050 年）をピ

ークに減少する見込みです。荒川地区、下江川地区は、令和 27 年（2045 年）までに老年人

口の割合が急激に増加することが見込まれます。 

 ◇0 歳～14 歳の年少人口割合は、各地区とも年々減少しますが、令和 27 年（2045 年）をピー

クに回復する傾向が見込まれます。 

 ◇各市街地における推移を見てみると、当面、若者の減少、高齢者の増加の傾向が続くものと見込

まれます。 

 

◇算出方法：「3 目指すべき将来人口」第２期人口ビジョンと同様（コーホート要因法） 

◇基準人口：平成 27 年（2015 年）国勢調査人口 

◇合計特殊出生率：令和 12 年（2030 年）に 1.50、令和 42 年（2060 年）に 1.65 に向上 

◇人口移動：令和 17 年（2035 年）までに人口移動を収束させる 

◇地区区分：旧地区単位による（住所大字ごと） 

 ・烏山地区  ……中央 1 丁目、中央 2 丁目、中央 3 丁目、金井 1 丁目、金井 2 丁目、 

          南 1 丁目、南 2 丁目、初音、旭 1 丁目、旭 2 丁目、城東、愛宕台、表 

 

 ・向田地区  ……神長、滝、野上、向田、落合 

 

 ・境地区   ……宮原、上境、下境、小原沢、小木須、横枕、大木須、大沢 

 

 ・七合地区  ……興野、滝田、中山、谷浅見、大桶、白久 

 

 ・荒川地区  ……田野倉、岩子、小倉、宇井、大金、東原、小河原、高瀬、大里、小塙、 

          森田、曲田、曲畑、八ヶ代、福岡、鴻野山、小白井 

  

 ・下江川地区 ……熊田、月次、南大和久、藤田、三箇、上川井、下川井、志鳥 

 

◇市街地区分 

 ・烏山市街地 ……中央 1 丁目、中央 2 丁目、中央 3 丁目、金井 1 丁目、金井 2 丁目、 

          南 1 丁目、南 2 丁目、初音、旭 1 丁目、旭 2 丁目、城東、愛宕台、表 

  

 ・南那須市街地……田野倉、岩子、大金、東原、小河原 
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■ 地区別人口の推移 
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令和42年
(2060)

烏山地区 向田地区 境地区 七合地区 荒川地区 下江川地区

平成27年

(2015)

令和 2年

(2020)

令和 7年

(2025)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

令和37年

(2055)

令和42年

(2060)
減少率

烏山地区 5,247 4,823 4,419 4,027 3,647 3,345 3,071 2,805 2,562 2,341 -55.39%

向田地区 3,722 3,462 3,199 2,941 2,677 2,462 2,259 2,072 1,908 1,755 -52.86%

境地区 2,946 2,656 2,390 2,146 1,915 1,716 1,531 1,368 1,235 1,120 -61.98%

七合地区 4,129 3,768 3,431 3,114 2,806 2,538 2,297 2,084 1,898 1,730 -58.09%

荒川地区 5,787 5,404 5,029 4,652 4,251 3,903 3,565 3,247 2,952 2,689 -53.53%

下江川地区 5,216 4,808 4,416 4,041 3,675 3,356 3,038 2,748 2,490 2,279 -56.30%

合計 27,047 24,922 22,884 20,921 18,970 17,321 15,763 14,324 13,045 11,914 -  
※減少率は、平成 27 年（2015 年）を基準とし、令和 42 年（2060 年）の人口推計数より算出。 

■ 総人口に占める地区別人口の割合 
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■総人口・年齢 3区分別人口の推移 

◇ 烏山地区 ◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 5,247 4,823 4,419 4,027 3,647 3,345 3,071 2,805 2,562 2,341

0～14歳 570 474 414 361 323 292 269 258 248 239

15～64歳 2,912 2,566 2,221 1,948 1,662 1,476 1,368 1,263 1,153 1,094

65歳以上 1,765 1,783 1,784 1,718 1,663 1,577 1,434 1,284 1,160 1,008
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烏山地区
平成27年

(2015)

令和 2年

(2020)

令和 7年

(2025)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

令和37年

(2055)

令和42年

(2060)

0～14歳 10.9% 9.8% 9.4% 9.0% 8.8% 8.7% 8.8% 9.2% 9.7% 10.2%
15～64歳 55.5% 53.2% 50.3% 48.4% 45.6% 44.1% 44.5% 45.0% 45.0% 46.7%
65歳以上 33.6% 37.0% 40.4% 42.7% 45.6% 47.1% 46.7% 45.8% 45.3% 43.1%  

◇ 向田地区 ◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 3,722 3,462 3,199 2,941 2,677 2,462 2,259 2,072 1,908 1,755

0～14歳 427 356 315 287 250 217 197 192 187 181

15～64歳 2,116 1,853 1,604 1,427 1,259 1,134 1,003 901 833 798

65歳以上 1,179 1,254 1,280 1,227 1,167 1,111 1,059 978 888 776
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令和22年
(2040)

令和27年
(2045)

令和32年
(2050)

令和37年
(2055)

令和42年
(2060)

0～14歳 11.5% 10.3% 9.8% 9.8% 9.3% 8.8% 8.7% 9.3% 9.8% 10.3%
15～64歳 56.9% 53.5% 50.1% 48.5% 47.1% 46.1% 44.4% 43.5% 43.7% 45.5%
65歳以上 31.7% 36.2% 40.0% 41.7% 43.6% 45.1% 46.9% 47.2% 46.5% 44.2%  
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◇ 境地区 ◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年
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令和12年
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令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 2,946 2,656 2,390 2,146 1,915 1,716 1,531 1,368 1,235 1,120

0～14歳 265 227 191 170 149 132 119 114 109 106

15～64歳 1,544 1,275 1,071 943 823 732 657 578 530 496

65歳以上 1,137 1,155 1,128 1,033 943 852 755 676 596 517
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令和12年
(2030)

令和17年
(2035)

令和22年
(2040)

令和27年
(2045)

令和32年
(2050)

令和37年
(2055)

令和42年
(2060)

0～14歳 9.0% 8.5% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 7.8% 8.3% 8.8% 9.5%
15～64歳 52.4% 48.0% 44.8% 44.0% 43.0% 42.6% 42.9% 42.3% 42.9% 44.3%
65歳以上 38.6% 43.5% 47.2% 48.1% 49.2% 49.7% 49.3% 49.4% 48.2% 46.2%  

◇ 七合地区 ◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 4,129 3,768 3,431 3,114 2,806 2,538 2,297 2,084 1,898 1,730

0～14歳 430 367 305 268 230 200 183 178 174 169

15～64歳 2,224 1,895 1,651 1,456 1,279 1,126 999 875 806 778

65歳以上 1,475 1,506 1,475 1,389 1,296 1,212 1,116 1,031 918 784
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令和22年
(2040)

令和27年
(2045)

令和32年
(2050)

令和37年
(2055)

令和42年
(2060)

0～14歳 10.4% 9.7% 8.9% 8.6% 8.2% 7.9% 8.0% 8.5% 9.2% 9.8%
15～64歳 53.9% 50.3% 48.1% 46.8% 45.6% 44.4% 43.5% 42.0% 42.5% 45.0%
65歳以上 35.7% 40.0% 43.0% 44.6% 46.2% 47.7% 48.6% 49.5% 48.4% 45.3%  
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◇ 荒川地区 ◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 5,787 5,404 5,029 4,652 4,251 3,903 3,565 3,247 2,952 2,689

0～14歳 629 535 472 428 373 324 293 281 274 267

15～64歳 3,457 2,982 2,604 2,237 1,936 1,725 1,532 1,387 1,281 1,208

65歳以上 1,701 1,887 1,953 1,987 1,942 1,854 1,740 1,580 1,398 1,213
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荒川地区
平成27年
(2015)
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(2035)

令和22年
(2040)

令和27年
(2045)

令和32年
(2050)

令和37年
(2055)

令和42年
(2060)

0～14歳 10.9% 9.9% 9.4% 9.2% 8.8% 8.3% 8.2% 8.6% 9.3% 9.9%
15～64歳 59.7% 55.2% 51.8% 48.1% 45.6% 44.2% 43.0% 42.7% 43.4% 44.9%
65歳以上 29.4% 34.9% 38.8% 42.7% 45.7% 47.5% 48.8% 48.6% 47.4% 45.1%  

◇ 下江川地区 ◇ 

平成27年
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令和 2年

(2020)
令和 7年
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(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 5,216 4,808 4,416 4,041 3,675 3,356 3,038 2,748 2,490 2,279

0～14歳 535 465 406 357 319 282 252 237 227 225

15～64歳 2,988 2,529 2,165 1,843 1,644 1,508 1,319 1,218 1,120 1,006

65歳以上 1,693 1,815 1,845 1,842 1,713 1,566 1,467 1,293 1,144 1,048
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下江川地区
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(2025)
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(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

令和37年

(2055)

令和42年

(2060)

0～14歳 10.3% 9.7% 9.2% 8.8% 8.7% 8.4% 8.3% 8.6% 9.1% 9.9%
15～64歳 57.3% 52.6% 49.0% 45.6% 44.7% 44.9% 43.4% 44.3% 45.0% 44.1%
65歳以上 32.5% 37.7% 41.8% 45.6% 46.6% 46.7% 48.3% 47.0% 45.9% 46.0%  
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■ 地区別年齢 3区分推移 

◇ 生産年齢人口（15 歳～64 歳）◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
烏山地区 55.5% 53.2% 50.3% 48.4% 45.6% 44.1% 44.5% 45.0% 45.0% 46.7%
向田地区 56.9% 53.5% 50.1% 48.5% 47.1% 46.1% 44.4% 43.5% 43.7% 45.5%
境地区 52.4% 48.0% 44.8% 44.0% 43.0% 42.6% 42.9% 42.3% 42.9% 44.3%
七合地区 53.9% 50.3% 48.1% 46.8% 45.6% 44.4% 43.5% 42.0% 42.5% 45.0%
荒川地区 59.7% 55.2% 51.8% 48.1% 45.6% 44.2% 43.0% 42.7% 43.4% 44.9%
下江川地区 57.3% 52.6% 49.0% 45.6% 44.7% 44.9% 43.4% 44.3% 45.0% 44.1%
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◇ 老年人口（65 歳以上）◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
烏山地区 33.6% 37.0% 40.4% 42.7% 45.6% 47.1% 46.7% 45.8% 45.3% 43.1%
向田地区 31.7% 36.2% 40.0% 41.7% 43.6% 45.1% 46.9% 47.2% 46.5% 44.2%
境地区 38.6% 43.5% 47.2% 48.1% 49.2% 49.7% 49.3% 49.4% 48.2% 46.2%
七合地区 35.7% 40.0% 43.0% 44.6% 46.2% 47.7% 48.6% 49.5% 48.4% 45.3%
荒川地区 29.4% 34.9% 38.8% 42.7% 45.7% 47.5% 48.8% 48.6% 47.4% 45.1%
下江川地区 32.5% 37.7% 41.8% 45.6% 46.6% 46.7% 48.3% 47.0% 45.9% 46.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

 



 

25 
 

◇ 年少人口（0歳～14歳）◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
烏山地区 10.9% 9.8% 9.4% 9.0% 8.8% 8.7% 8.8% 9.2% 9.7% 10.2%
向田地区 11.5% 10.3% 9.8% 9.8% 9.3% 8.8% 8.7% 9.3% 9.8% 10.3%
境地区 9.0% 8.5% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 7.8% 8.3% 8.8% 9.5%
七合地区 10.4% 9.7% 8.9% 8.6% 8.2% 7.9% 8.0% 8.5% 9.2% 9.8%
荒川地区 10.9% 9.9% 9.4% 9.2% 8.8% 8.3% 8.2% 8.6% 9.3% 9.9%
下江川地区 10.3% 9.7% 9.2% 8.8% 8.7% 8.4% 8.3% 8.6% 9.1% 9.9%

4.0%

6.0%
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■ 市街地総人口・年齢 3区分別人口の推移 

◇ 烏山市街地 ◇ 

平成27年

(2015)
令和 2年

(2020)
令和 7年

(2025)
令和12年

(2030)
令和17年

(2035)
令和22年

(2040)
令和27年

(2045)
令和32年

(2050)
令和37年

(2055)
令和42年

(2060)
総人口（人） 5,247 4,823 4,419 4,027 3,647 3,345 3,071 2,805 2,562 2,341

0～14歳 570 474 414 361 323 292 269 258 248 239

15～64歳 2,912 2,566 2,221 1,948 1,662 1,476 1,368 1,263 1,153 1,094

65歳以上 1,765 1,783 1,784 1,718 1,663 1,577 1,434 1,284 1,160 1,008

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000 総人口年齢区分別

烏山市街地
平成27年

(2015)

令和 2年

(2020)

令和 7年

(2025)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

令和37年

(2055)

令和42年

(2060)

0～14歳 10.9% 9.8% 9.4% 9.0% 8.8% 8.7% 8.8% 9.2% 9.7% 10.2%
15～64歳 55.5% 53.2% 50.3% 48.4% 45.6% 44.1% 44.5% 45.0% 45.0% 46.7%
65歳以上 33.6% 37.0% 40.4% 42.7% 45.6% 47.1% 46.7% 45.8% 45.3% 43.1%  

◇ 南那須市街地 ◇ 

平成27年
(2015)

令和 2年
(2020)

令和 7年
(2025)

令和12年
(2030)

令和17年
(2035)

令和22年
(2040)

令和27年
(2045)

令和32年
(2050)

令和37年
(2055)

令和42年
(2060)

総人口（人） 1,652 1,545 1,438 1,329 1,217 1,124 1,040 957 884 815

0～14歳 193 165 138 133 115 101 93 89 86 83

15～64歳 957 855 754 668 593 511 459 423 400 378

65歳以上 502 525 545 528 509 512 487 445 398 354
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4,000 総人口年齢区分別

南那須市街地
平成27年
(2015)

令和 2年
(2020)

令和 7年
(2025)

令和12年
(2030)

令和17年
(2035)

令和22年
(2040)

令和27年
(2045)

令和32年
(2050)

令和37年
(2055)

令和42年
(2060)

0～14歳 11.7% 10.7% 9.6% 10.0% 9.4% 9.0% 9.0% 9.3% 9.7% 10.2%
15～64歳 57.9% 55.3% 52.4% 50.3% 48.7% 45.5% 44.2% 44.2% 45.3% 46.4%
65歳以上 30.4% 34.0% 37.9% 39.7% 41.8% 45.5% 46.8% 46.5% 45.1% 43.4%  
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第Ⅱ章 総合戦略 

 
１ 基本方針 

地方創生は、中長期の人口推移等を踏まえつつ、将来的に人口減少に歯止めをかけ、それぞれの 

地域に活力を取り戻していくための息の長い取り組みです。本市では、第１期総合戦略で根付いた地

方創生の意識や政策を基本に、次のステップに向けて継続的に取り組みます。 

また、本市のまちづくりの基本理念である「みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり」

の実現を目指し、第２次総合計画の各種政策・施策と一体的に取り組むとともに、国及び県の総合戦

略を踏まえながら、次に示す基本的な考え方に基づき実施します。 
 

１ 基本的な考え方 

（１）第１期の基本目標を維持しつつ、重点施策を絞り込むとともに新たな視点を踏まえて取り組む 

国及び県の基本方針や本市の第１期総合戦略の検証結果等を踏まえ、現行の４つの基本目標を基

本的に維持しつつ、真に重点的に取り組む施策に絞り込んで実行します。 

また、新たな視点として、本市へのひとの流れを強化するため、「関係人口※」の創出や拡大に取

り組むほか、新しい時代の流れを力にするため「Society5.0※」の実現に向けた未来技術の活用に

向けた調査研究等に取り組みます。 

 

 （２）人口減少に歯止めをかけるための「積極的戦略」と人口減少に即したまちづくりのための「調

整戦略」に取り組む 

本市の目指すべき将来人口である「令和４2 年に 1２,000 人程度を維持する」ためには、人口

の自然減対策と社会減対策の両面から積極的な戦略を展開していく必要があります。 

しかし、高齢化が進展している現在の人口構造においては、仮に出生率の向上が図られたとして

も一定期間の人口減少は避けられません。 

  このようなことから、人口動態の増加を図るための「積極的戦略」と今後の人口減少や人口構造

の変化に対応し、誰もが潤いある豊かな生活を安心して営むことができる、持続可能なコンパクト

なまちづくりを形成する「調整戦略」を同時に展開していきます。 

（３）地方創生に市民とともに一丸となって取り組む 

人口減少は、本市にとって最重要課題であります。第２期総合戦略の推進にあたっては、人口減

少をめぐる課題や目指すべき将来像を市民と共有し、自助・共助・公助の考え方のもと、それぞれ

が役割を担い協力し合いながら、市民協働による地方創生に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

関係人口：直ちに定住には至らないものの、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人のこと。 

Ｓociety5.0：狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に次ぐ第５の社会のことで、ＩｏＴ（様々なものがイン 

ターネットとつながること）やＡＩ（人工知能）などの革新的な技術を活用することで、新しい価 

値やサービスが次々と創出され、人々に豊かさをもたらす社会のこと。 
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２ 総合戦略を展開するにあたっての基本的な視点 

  総合戦略については、基本目標の達成に向けて、次の視点により政策・施策を展開していきます。 

 

（１）成果指標及び重要業績評価指標（KPI）の設定 

  総合戦略については、基本目標ごとに、５年間の取り組みに対する総合的なアウトカム又はアウト

プットベースの「成果指標」と基本目標に掲げる各戦略に対する「重要業績評価指標（KPI※）」を設

定します。 

さらに、政策・施策を検証し改善する仕組み「PDCA サイクル」を確立し戦略を展開します。 

   

（２）「まち・ひと・しごと創生」政策 5 原則 

  国の総合戦略に位置づけられている「まち・ひと・しごと創生」政策 5 原則（自立性・将来性・地

域性・直接性・結果重視）を踏まえ、関連する施策を展開します。 

 

（３）地域経済分析システム等の活用 

地域経済分析システムによるビックデータ等の活用により、人口や産業、社会インフラ等の現状

や将来の動向に関する必要なデータの分析を行い、本市の強み・弱みなど特性に即した効果的な取

り組みを進めます。 

 

（４）中長期財政計画との連動及び財源の確保 

総合戦略を確実に進めていくためには、財源の確保が必要です。そのため、市税収入をはじめと

する歳入の予測と中長期的な歳出の見通しを示した那須烏山市中長期財政計画と連動し、総合戦略

の実現に向けた施策を財政的視点から支援し実効性を高めていきます。 

なお、事業を実施するにあたっては、国、県の交付金や企業版ふるさと納税を有効活用するなど

財源の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＫＰＩ：Key Performance Indicator の略称。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標。 
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３ 推進体制の構築 

総合戦略に掲げる取り組みを確実に実施するためには、PDCA サイクルを確立し基本目標に掲げ

た成果指標及び重要業績評価指標（KPI）の達成状況や取り組みの進捗状況などを適切に把握し検

証することが重要です。そのため、市民と共にこの問題意識を共有しながら、官民協働による取り

組みを進めていきます。 

 

（１）庁内組織 

①創生戦略本部（庁議） 

市長を本部長とし、総合戦略の推進に関する重要事項を決定します。 

②戦略調整班（政策調整会議） 

庁内の参事・課長等の職にある者で構成し、施策や成果指標等の進捗状況を管理するとともに、

全庁的な観点から検証し、見直しや改善を行います。 

（２）庁外組織 

①総合政策審議会 

市民、産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体等の関係者で構成する那須烏山市総合政策

審議会において、総合戦略の施策や成果指標等に対する効果を検証し、いただいた意見・提言等に

基づき、見直しや改善を行います。  

 ②市議会 

   市議会の各常任委員会において、総合戦略の施策や成果指標等に対する効果を検証し、いただい

た意見・提言等に基づき、見直しや改善を行います。 

 

  【PDCA サイクル】 
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２ 目指すべき方向・施策の展開 

１ 基本目標 

総合戦略は、以下の４つの基本目標を設定し、人口減少の克服及び地方創生に取り組みます。 

 

   

  基本目標１ 本市における安定した雇用を創出し、安心して働けるようにする基本

目標  

若年層の人口流出に歯止めをかけるためには、やり甲斐のある仕事に就くことができ、 

将来的にわたり安心して働ける環境を確保することが重要です。 

本市が有する豊富な地域資源を生かした産業の振興等により、魅力ある就業機会の創出 

に努めます。 

 

 

   

  基本目標２ 本市への新しいひとの流れをつくる基本 

目標  

本市からの転出を抑制するとともに、将来的な移住に繋がる取り組みの柱として、本市の 

地域資源を活かした体験型の都市と農村との交流事業を展開し、本市と継続的に多様な形で 

関わる「関係人口」の創出を図ります。 
 

   

  基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる基本目標  

 

未婚化・晩婚化・晩産化などの進行による年少人口の減少に歯止めをかけるために、 

若い世代が結婚や出産・子育てに対して抱く希望がかなえられるよう地域全体で応援する 

意識を持ち、結婚・妊娠・出産・子育てを支えていく環境づくりを進めます。 

 
 

   

  基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る基本目標  

 

人口減少や高齢化が進展する中、市民の誰もが暮らし慣れた場所で将来的に住み続ける 

ことができるよう、街なかや中山間地域の特性を踏まえながら、持続可能なまちづくりを 

進めます。 
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２ 施策の展開 

４つの基本目標の達成に向けて、本市が抱える問題・課題の解決の糸口となる施策を展開します。 

 

 
 
 
 
 
 
 ・雇用情勢は、リーマンショック後、緩やかな回復基調にあり、有効求人倍率は、平成２９年以降、

全国的に１．０倍を超え、本市の有効求人倍率も平成３０年度の平均値が１．５になるなど、雇

用環境は改善しつつあります。一方で、人口減少や少子高齢化の影響により、市内企業の人手不

足や中小企業の事業承継が大きな問題となっています。 

・市内には魅力ある企業が多数存在しますが、認知度の低さや求職者とのアンマッチ等により、多

くの市民が市外に職を求めている傾向にあります。また、本市の人口動態指標である年齢階級別

純移動数を見ると、特に２０歳代から３０歳代前半の転出が多く、その要因の１つとして、市外

の企業への就職を機に本市から転出している状況がうかがえます。 

 
 
 
 ・優良な中小企業が後継者不足で廃業してしまうことは、本市の経済にとって大きな損失であるこ

とから、事業承継の円滑化を推進し、中小企業の技術を次世代に引き継ぎ、産業の活性化を図り

ます。 

 ・市内企業の魅力を発信することで、市内に職を求める機運の醸成に努めます。 

・本市への企業の誘致及び立地を推進するため、適地となる土地情報の提供に努めるとともに、既

存企業の規模拡大を促進し、地域産業の振興を図ります。 

 
 
 

指 標 名 直近の数値（平成２８年度） 目標値（令和６年度） 

一人当たり市民所得 

（県民経済計算より） 
２，９１５千円 ３，０００千円 

 
 
 

 戦略１  新たな産業の創出 

 

 戦略２  地域産業の支援 

       

 

 

基本目標１ 本市における安定した雇用を創出し、安心して働けるようにする 

◆戦略の体系 

◆成果指標 

◆基本的方向 

◆現状・課題 
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 戦略１  新たな産業の創出 

・産業の活性化に向け、既存企業の定着を促す事業活動の支援に努めるとともに、新規企業の誘致

に向けた事業用地の確保、提供に努めます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎企業誘致条例の運用 

  ◎事業用地情報制度の活用  

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

新規事業用地登録件数 １件 年間１件 

 

 

 戦略２  地域産業の支援 

 ・市内企業の事業承継への支援として、制度融資に事業承継枠を設けるとともに、市内企業の経営

基盤の安定、体質強化への支援を行います。 

 ・市内の中学生等を対象に、学齢時から市内の魅力ある企業の紹介や工場見学等の事業を行うこと

で、将来の U ターンや地元就業に繋がる取り組みを行います。また、市内企業において、女性や

高齢者にとって働きやすい職場環境の整備やワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業

を市が認定し公表することで、企業の魅力度向上を支援します。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎中小企業振興資金貸付事業 

  ◎中小企業競争力強化支援事業 

  ◎市内の中学生等を対象とした、企業の魅力発信事業【新規】 

◎ワーク・ライフ・バランス等に取り組む市内企業の認定事業【新規】 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値 目標値（令和６年度） 

ワーク・ライフ・バランス等に

取り組む市内企業の認定数 
－ 累計５件 

 

  

◆具体的な施策・KPI 
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・本市の社会増減の推移を見ると、近年では、年間約２００人前後の転出超過となっています。特

に、20 歳代から 30 歳代前半の転出超過の割合が高く、生活の利便性や就職先を求めて、東京

圏や県内では宇都宮市やその周辺自治体への転出が多い傾向にあります。 

・本市には、豊かな自然環境や貴重な歴史・文化財など潜在能力の高い地域資源が数多く存在して

いますが、東日本大震災以降、本市の観光客入込数は低迷が続いており、地域資源の更なる有効

活用が求められています。さらに、本市への観光客の多くは滞在時間が短く、観光消費額の増加

に繋がっていない状況です。 

・県外における本市の認知度は非常に低く、ＰＲが不足している現状にあります。 

 
 
 
 ・本市に愛着や誇りを持ち「本市に住み続けたい」と思えるような、魅力度の向上に努めるととも

に、特に若い世代の転出抑制、定住促進を図ります。また、将来的な移住に繋がる取り組みとし

て、本市の地域資源を活かした都市と農村との交流事業を展開し、関係人口の創出を図ります。 

 ・本市を代表する「山あげ祭」や「烏山城跡」をはじめとした豊かな地域資源を活用し、体験型・

交流型・滞在型の要素を取り入れた「着地型観光」を推進するとともに、他市町と連携した広域

観光を視野に入れた取り組みに努めます。また、観光協会の組織及び機能の見直しを行い、推進

体制の再構築を図ります。市内の主要観光施設については、観光拠点としてだけではなく、市民

が集う賑わい創出の拠点として整備を行います。 

 
 
 

指 標 名 直近の数値（平成３０年） 目標値（令和６年） 

人口純移動数 ▲236 人 年間▲１００人以内 

 
 
 

 戦略３  定住・移住の促進 

 

 戦略４  関係人口の創出 

 

 戦略５  観光、交流の推進 

 
 
 

基本目標２ 本市への新しいひとの流れをつくる 

◆戦略の体系 

◆成果指標 

◆基本的方向 

◆現状・課題 
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 戦略３  定住・移住の促進 

 ・本市では、20 歳代から 30 歳代前半の転出割合が高いことから、特に若い世代や子育て世代の

定住（転出抑制）を促進し、地域を支える人材の確保に努めます。 

 ・東京圏の一極集中を是正し、特に U ターンを中心とした本市への移住促進と起業・就職を促進す

るため、栃木県と連携し、東京圏からの移住者に対する支援等を行います。  

・市ホームページや SNS、各種イベントなど、あらゆる機会を通して、本市の魅力を広く発信し、

本市の認知度向上及び市に対する市民の郷土愛の醸成を図ります。また、事業を展開するにあた

っては、シティプロモーション推進方針等に基づき、新たに策定したキャッチフレーズ等を有効

に活用します。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎定住支援事業（空き家等情報バンク制度ほか） 

  ◎東京圏からの移住促進事業（移住支援金） 

  ◎シティプロモーションの推進（キャッチフレーズ等の有効活用） 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

移住相談窓口における相談件数 １５８件 年間１８０件 

 

 

 戦略４  関係人口の創出 

 ・本市の地域資源を活かした体験型の都市と農村との交流事業を展開し、本市と継続的に多様な形

で関わる関係人口の創出を図ります。なお、事業の実施にあたっては、既に交流事業を実施して

いる都市部の自治体との取り組みを拡充し、市内にある古民家等を有効に活用しつつ、観光協会

や民間事業者、まちづくり団体等と連携しながら推進します。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎都市と農村との交流事業【拡充】 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（令和元年度） 目標値（令和６年度） 

都市と農村との交流事業 

参加者数 
６２人 年間５００人 

 

 

 

 

 

◆具体的な施策・KPI 
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 戦略５  観光の振興 

 ・観光周遊アプリケーションを活用した「まちなか観光案内サイト」を再構築するとともに、国内

外から多くの観光客を誘客するため、SNS 機能を有効に活用した情報発信を行い、年間を通じ

て安定的な誘客に繋がる仕組みを作ります。 

 ・山あげ会館については、情報発信機能の強化を図るとともに、農産物直売所機能を追加、拡充す

るなど施設の多機能化による賑わい拠点としての施設整備を図ります。また、龍門ふるさと民芸

館については、地元農産物をはじめとする特産品等や特産品等を活用した加工品を販売するほか、

地元の食材にこだわった飲食物を提供するなど、地産地消の推進と地域経済の活性化に向けた施

設整備を図ります。 

 ・観光協会の体制・機能強化に向けて人材の確保や観光プロモーションに必要となるコンサルティ

ングについて、積極的に支援します。 

 ・烏山城跡を貴重な地域資源として有効活用し、観光客の誘客を図ります。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎まちなか観光案内サイトの再構築 

  ◎山あげ祭の魅力発信 

  ◎観光客の受け入れ基盤の整備（山あげ会館、龍門ふるさと民芸館） 

  ◎観光協会の体制・機能強化 

  ◎烏山城跡の有効活用 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年） 目標値（令和６年） 

観光客入込数 ４９５，７１３人 年間 700，000 人 
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 ・時代とともに結婚観や家族のあり方など価値観が多様化する中、全国的に未婚化や晩婚化、晩産

化が進んでおり、本市においても未婚率は上昇傾向にあります。平成２７年の国勢調査によると、

本市における未婚率（２５歳～３９歳）は、約５０％となっています。（男性６０％、女性４０％） 

  また、本市の出生数の推移を見ると、合併直後の平成１８年の年間２１０人をピークに、近年で

は、年間１３０人台まで減少しており、少子化が進行しています。 

 ・社人研が平成２７年に実施した「第１５回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」

によると、夫婦が望む理想の子どもの人数は、2.42 人であるのに対して、現実的に希望する子

どもの人数は、1.89 人でありました。この理想と現実に差がある理由としては、「経済的な不安」

が最も多く、次いで「妊娠・出産・子育てに対する身体的・精神的負担」が大きいとの調査結果

となっています。 

 
 
 

・若い世代の結婚・出産・育児のしやすい環境を整備するとともに、妊娠、出産、子育てまでの各

段階に応じた切れ目のない支援体制の充実を図ります。 

・本市では、男女を通じて初婚年齢の早期化に努めるとともに、男性の未婚率が高いことから、男

性への結婚支援に重点を置いた取り組みの充実を図ります。 

・「（仮称）那須烏山市子ども・子育て支援事業計画（すくすくこどもプラン）：令和 2 年度～令和

６年度」を着実に推進します。 

 
 
 

指 標 名 直近の数値（平成２９年） 目標値（令和６年） 

合計特殊出生率 1.39 1.42 

 
 
 

 戦略６  結婚支援 

 

 戦略７  妊娠・出産支援 

 

 戦略８  子育て環境の充実        

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

◆戦略の体系 

◆成果指標 

◆基本的方向 

◆現状・課題 
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 戦略６  結婚支援 

・本市における未婚率（２５歳～３９歳）は、国、県の平均よりも高く、少子化の一因となってい

ることから、他自治体や民間との連携による効果的な出会いの場づくりを進めます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎若者交流事業 

   

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

若者交流事業への参加者数 １０２人 年間１５０人 

 

 

 

 戦略７  妊娠・出産支援 

 ・子どもを望む世帯が、高額な医療費を要する不妊治療を受けた際の負担軽減を図るため、引き続

き医療費の助成を行います。また、近年は、不育症や男性不妊などの問題もあることから、新た

なニーズにも対応した制度構築に向けて、誰もが安心して妊娠、出産できる環境の充実を図りま

す。 

 ・出産や子育てに明るい希望を抱き、前向きに捉えられる意識の醸成を図るため、本市の中学生を

対象に思春期ふれあい体験学習を行い、妊婦の疑似体験や乳児との触れ合い等を実施します。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎不妊治療費の助成 

◎思春期ふれあい体験学習 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年） 目標値（令和６年） 

出生数 138 人 年間１２６人 

 

 

  

◆具体的な施策・KPI 
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 戦略８  子育て環境の充実 

 ・育児への不安や負担が生じやすい妊娠中や産後、子育て期に至るまで、各段階に応じて、子育て

世代包括支援センターを中心にきめ細やかな相談支援を行います。 

 ・産後直後は、母親がストレスを抱えやすく、産後うつや育児放棄、児童虐待を引き起こす事例が

あることから、出産後の母子の生活リズムを整え心身の安定を図るため、産科医療機関で育児相

談等を受けられる体制を整備するなど産後ケア事業を充実します。 

・乳児がいる世帯の方が安心して外出できるよう、市内の公共施設等に授乳室やおむつ交換台、休

憩スペース等を備えた「赤ちゃんの駅」を設置し、子育てにやさしい環境づくりを推進します。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎産前・産後ケアの充実 

  ◎赤ちゃんの駅設置の推進【新規】 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値 目標値（令和６年度） 

赤ちゃんの駅設置箇所数 － ※ 累計５箇所 

 ※市内の公共施設等には、赤ちゃんの駅として想定する要件（授乳室とオムツ交換台設置トイレなど）を既に満たし   

  ている施設が存在します。（例：南那須図書館） 
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 ・本市の人口は、第２期人口ビジョンの推計によると令和２２年に１７，３２１人にまで減少し、

そのうち６５歳以上の老年人口の割合は、４７．２％まで上昇する予想となっています。このよ

うに、今後、より一層の人口減少、高齢化が見込まれる中、地域社会の活力を維持しつつ、市民

の誰もが住み慣れた場所で将来的に暮らし続けていくためには、地域特性や人口規模に見合った

コンパクトな都市の形成や公共交通ネットワークの充実が必要です。 

  また、持続可能なまちづくりを進めるためには、将来を担う心身ともに健やかな子どもの育成

や高齢者の居場所づくり、生涯にわたり健康で安心して暮らすことのできる地域包括ケアシステ

ムの構築が求められています。 

 ・近年、地震や水害などの自然災害が多発していることから、市民が安全で安心して生活できるよ

う、防災・減災対策や国土強靭化の必要性が増してきています。 

 
 
 
 ・人口減少下においても持続可能な暮らしやすいコンパクトな都市の形成を目指し、都市機能や居

住機能の集約、JR 烏山線を軸とした公共交通網の構築を図ります。 

 ・特色ある学校教育を推進し、将来を担う人材の育成に取り組みます。 

 ・市民一人ひとりが健康長寿を意識し、積極的に健康づくりに取り組める環境整備に努めます。 

 ・市民の生命や財産、安全・安心な暮らしを守るため、防災体制の充実や災害に強いまちづくりに

努めます。 

 ・未来技術を活用し、様々な分野において地域課題の解決に繋がる取り組みの実現に向け、調査研

究に努めます。 

 
 
 

指 標 名 直近の数値（平成３０年） 目標値（令和６年） 

人口純移動数 ▲236 人 年間▲１００人以内 

 
 
  

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る 

◆成果指標 

◆基本的方向 

◆現状・課題 
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 戦略９     コンパクトシティを基本としたまちづくり 

 

 戦略１０   特色ある教育の実施 

 

 戦略１１  地域包括ケアシステムの推進 

 

 戦略１２  地域防災力の強化 

 

 戦略１３  未来技術の活用に向けた取り組みの推進 

 
 
 
 
 
 

 

 戦略９  コンパクトシティを基本としたまちづくり 

・立地適正化計画に基づき、市街地に必要な公共施設や都市機能施設の維持、誘導を図るとともに、 

市街地と郊外の集落を道路網や公共交通で結ぶことで、誰もが利用できる利便性の高い市街地 

を形成し、人口減少下においても将来にわたって持続可能な集約型のまちづくりを進めます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎立地適正化計画に基づく各種施策の推進 

◎地域公共交通網形成計画の策定【新規】及び JR 烏山線を中心とした公共交通網の充実 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

公共交通機関の延べ利用人数 

（市営バス・デマンド交通） 
３４，７６４人 年間３５，５００人 

地域公共交通網形成計画 

の策定 
未策定 策定 

 

 

  

◆具体的な施策・KPI 

◆戦略の体系 
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 戦略１０  特色ある教育の実施 

・中学生を対象とした文武両道教育の一環として、国立大学法人宇都宮大学の学生を講師に招き、

文（英語）・武（部活動）の両面から生徒のサポートを行うことで、調和のとれた心身の健全な

育成を図ります。 

・英語教育の充実を図るため、外国語指導助手（ALT）を市内の小中学校全校に配置し、これから

の国際化社会に対応できる意欲と想像力豊かな人材の育成を図ります。また、新学習指導要領の

実施に伴い、これまで中学生を対象としていた英語検定料の補助事業を小学５年生以上に拡充し

ます。 

・情報機器を活用し基本的な知識・技能の習得や思考力、判断力、表現力の育成を図るため、市内

小中学校にパソコン等の情報端末やデジタル機器、ネットワーク環境等の整備を進めます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎中学生部活動・学習サポート事業 

◎英語コミュニケーション推進事業、英語検定受験者の拡充 

  ◎情報教育の推進 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年度） 目 標 値 

小・中学生の実用英語技能検定 

の合格率（３級以上） 
４７．９％ 毎年度５０％以上 

 

 

 戦略１１  地域包括ケアシステムの推進 

・誰もが住み慣れた地域で生涯を通して健康に暮らすことができるよう、高齢者の介護予防や生き

がいづくりを支援するための地域の居場所づくりの拡充を図ります。 

 ・見守りが必要な高齢者に対して、新防災情報伝達システムを活用した見守り体制を推進します。 

 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な推進を図り、効果的にフレイル（運動機能や認知等心身

の活力低下）予防等に取り組みます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎高齢者の居場所づくり（高齢者ふれあいの里ほか） 

◎ICT を活用した高齢者見守り体制の推進【拡充】 

◎高齢者の保健事業と介護予防の一体的な推進【拡充】 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値 目標値（令和６年度） 

高齢者ふれあいの里 

設置箇所数 
１４箇所 累計１８箇所 
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 戦略１２  地域防災力の強化 

・有事の際に地域において中心的な役割を果たす自主防災組織の活動を強化するため、防災訓練や

防災に関する講話を開催するなど、自主防災組織の運営を支援します。 

 ・本市における防災・減災対策を推進するため、国土強靭化計画の策定に取り組みます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎自主防災組織の活動支援 

  ◎国土強靭化計画の策定【新規】 

 

－ＫＰＩ－ 

指 標 名 直近の数値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

自主防災組織における 

防災訓練実施数 
１６回 年間２５回 

国土強靭化計画の策定 未策定 策定 

 

 

 

 戦略１３  未来技術の活用に向けた取り組みの推進 

・各産業分野における人手不足や担い手の高齢化に対応するため、先端技術の積極的な導入による

作業の効率化や省力化を図り生産性の向上や地域の課題解決に努めます。 

・本市の基幹産業である農業の生産性の向上を図るため、県や関係機関で構成する「スマート農業

とちぎ推進協議会」に参加し、スマート農業の推進に努めます。 

・ICT 機器を活用し、より効果的に鳥獣害対策に取り組みます。 

 

 ＜主な取組例＞ 

  ◎スマート農業の推進 

  ◎ICT を活用した有害鳥獣対策 

 

－ＫＰＩ－ 

 ※未来技術の導入については、調査研究に取り組むため、今後、必要に応じて設定します。 
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資料編 

 

【策定経過】 

日付 会議名 内容 

令和元年 8 月 8 日 総合政策審議会 第１期総合戦略の効果検証（２２事業） 

令和元年 8 月２９日 総合政策審議会 第１期総合戦略の効果検証（２３事業） 

令和元年 9 月 25 日 戦略調整班会議 第２期総合戦略策定方針（案）の検討 

令和元年 10 月 7 日 創生戦略本部 第２期総合戦略策定方針の決定 

令和元年 10 月 30 日 検討部会（５課） 第２期総合戦略に関する政策・施策（案）の調整（ヒアリ

ング） 

令和元年 10 月 31 日 検討部会（４課） 第２期総合戦略に関する政策・施策（案）の調整（ヒアリ

ング） 

令和元年 11 月 6 日 戦略調整班会議 第２期人口ビジョン（素案）の検討 

令和元年 1１月１１日 創生戦略本部 第２期人口ビジョン（案）の決定 

令和元年 1１月１１日 総合政策審議会 第２期人口ビジョン及び第２期総合戦略について（諮問） 

令和元年 1１月２２日 市議会全員協議会 第２期総合戦略策定方針及び第２期人口ビジョン（案）に 

ついて（意見交換） 

令和元年 12 月 11 日 総合政策審議会 第２期人口ビジョン（案）及び第２期総合戦略策定方針の 

協議 

令和２年 1 月２２日 戦略調整班会議 第２期総合戦略（素案）の検討 

令和２年１月２７日 創生戦略本部 第２期総合戦略（案）の決定 

令和２年２月４日 総合政策審議会 第２期総合戦略（案）の協議 

令和２年 月 日 総合政策審議会 第２期人口ビジョン及び第２期総合戦略について（答申） 

令和２年 月 日 市議会全員協議会 第２期総合戦略（案）について（意見交換） 

令和２年２月 日から 

    ３月 日まで 

パブリックコメント 第２期人口ビジョン（案）及び第２期総合戦略（案）につ

いて 

令和２年３月 日 戦略調整班会議 第２期人口ビジョン（案）及び第２期総合戦略（案）の検 

討 

令和２年３月 日 創生戦略本部 第２期人口ビジョン及び第２期総合戦略の決定 
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【総合政策審議会委員】 

区 分 氏 名 備 考 

会 長 中 村 祐 司 １号委員 

委 員 仲 澤 清 一 ２号委員 

委 員 石 川 翔 平 ２号委員 

委 員 加 藤 忠 一 ２号委員 

委 員 川 俣 優 ２号委員  

委 員 山 村 浩 之 ３号委員 福祉分野 

委 員 荒 井 一 浩 ３号委員 農業分野 

委 員 中 村 恵 之 ３号委員 商工分野 

委 員 島 崎 健 一 ３号委員 観光分野 

委 員 澤 村 豊 純 ３号委員 教育分野 

委 員 柳 田 京 子 ３号委員 女性団体 

委 員 髙 橋 誠 一 ３号委員 NPO 団体 

委 員 田 島 久 男 ３号委員 金融分野 

委 員 飯 田 淳 一 ３号委員 金融分野 

委 員 髙 橋 寛 之 ３号委員 金融分野 

〇1 号委員（学識経験のある者） 〇2 号委員（公募により選考した者） 〇3 号委員（その他市長が適当と認める者） 
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◆成果指標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧   

 

■基本目標１  本市における安定した雇用を創出し、安心して働けるようにする 

 

 

 

■基本目標２ 本市への新しいひとの流れをつくる 

 

 

 
 
  

成果指標名 直近の数値 目標値 

一人当たり市民所得 

（県民経済計算より） 

２，９１５千円 

（平成２８年度） 
３，０００千円 

（注）市民所得は、市内に居住する雇用者の賃金等の「雇用者報酬」や市内に所在する企業の利潤等の「企業所得」等 

です。従いまして、一人当たり市民所得は、企業所得等を含んでおり、個人の所得水準を表すものではありません。 

（出典：とちぎの市町村民経済計算） 

施策の体系 ＫＰＩ指標名 直近の数値 目標値 

戦略１ 新たな産業の創出 
新規事業用地登録 

件数 

１件 

（平成３０年度） 
年間１件 

戦略２ 地域産業の支援 

ワーク・ライフ・バラ

ンス等に取り組む市

内企業の認定数 

－ 累計５件 

成果指標名 直近の数値 目標値 

人口純移動数 
▲236 人 

（平成３０年） 
年間▲１００人以内 

     

施策の体系 ＫＰＩ指標名 直近の数値 目標値 

戦略３ 定住・移住の促進 
移住相談窓口におけ

る相談件数 

１５８件 

（平成３０年度） 
年間１８０件 

戦略４ 関係人口の創出 
都市と農村との交流

事業参加者数 

６２人 

（令和元年度） 
年間５００人 

戦略５ 観光の振興 観光客入込数 
４９５，７１３人 

（平成３０年） 
年間 700，000 人 
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■基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

 

 

 

■基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る 

※目標値は原則、令和６年または６年度の数値。 

 

 

 

 

成果指標名 直近の数値 目標値 

合計特殊出生率 
1.39 

（平成２９年） 
1.42 

     

施策の体系 ＫＰＩ指標名 直近の数値 目標値 

戦略６ 結婚支援 
若者交流事業への 

参加者数 

１０２人 

（平成３０年度） 
年間１５０人 

戦略７ 妊娠・出産支援 出生数 
138 人 

（平成３０年） 
年間１２６人 

戦略８ 子育て環境の充実 
赤ちゃんの駅 

設置箇所数 
－ 累計５箇所 

成果指標名 直近の数値 目標値 

人口純移動数 
▲236 人 

（平成３０年） 
年間▲１００人以内 

     

施策の体系 ＫＰＩ指標名 直近の数値 目標値 

戦略９ 

コンパクトシティを

基本としたまちづく

り 

公共交通機関の延べ利

用人数（市営バス・デマ

ンド交通） 

３４，７６４人 

（平成３０年度） 
年間３５，５００人 

地域公共交通網形成計

画の策定 
未策定 策定 

戦略 10 特色ある教育の実施 

小・中学生の実用英語技

能検定の合格率 

（３級以上） 

４７．９％ 毎年度５０％以上 

戦略 11 
地域包括ケアシステ

ムの推進 

高齢者ふれあいの里 

設置箇所数 

１４箇所 

（令和元年度） 
累計１８箇所 

戦略 12 地域防災力の強化 

自主防災組織における

防災訓練実施数 

１６回 

（平成３０年度） 
年間２５回 

国土強靭化計画の策定 未策定 策定 

戦略 13 
未来技術の活用に向

けた取り組みの推進 
未設定 － － 
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